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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

決算年月 平成21年11月 平成22年９月 平成23年９月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (千円) 1,279,9602,806,5753,085,5763,286,4176,381,731

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △71,374 144,562206,476157,644509,226

中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)

(千円) △42,235 74,442 122,264 91,396 271,481

中間包括利益又は
包括利益

(千円) ― 75,750 121,577 ― 273,820

純資産額 (千円) 806,170999,8331,258,671939,3071,193,322

総資産額 (千円) 2,642,6033,866,2984,815,9553,237,4984,698,376

１株当たり純資産額 (円) 130,697.59162,364.27210,480.14152,640.48197,534.59

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間純損失
(△)

(円) △6,935.2912,223.7820,445.5415,007.5944,887.78

潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)
純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 30.1 25.5 26.1 28.7 25.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 541,932594,254265,2931,049,0001,359,327

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △46,107△63,709△115,532△85,795△185,979

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,160 △17,491△47,219 △2,643 △24,388

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 1,376,9822,355,9323,094,3811,842,8792,991,839

従業員数
[外、平均臨時雇用者数]

(名)
76
[18]

96
[30]

100
[40]

79
[19]

97
[30]

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式が非上場で

あり期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。また、第11期中の潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

３  第11期は、決算期変更により平成21年６月１日から平成22年３月31日までの10ヶ月間となっております。

４  第12期中の中間包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号  平成

22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　

EDINET提出書類

株式会社住宅あんしん保証(E05619)

半期報告書

 2/56



　

(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

決算年月 平成21年11月 平成22年９月 平成23年９月 平成22年３月 平成23年３月

売上高 (千円) 1,297,2972,833,5923,114,8213,324,4756,440,315

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △84,553 140,496208,664146,185501,878

中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)

(千円) △47,279 72,779 115,991 86,961 268,460

資本金 (千円) 465,500465,500465,500465,500465,500

発行済株式総数 (株) 6,090 6,090 6,090 6,090 6,090

純資産額 (千円) 788,179979,9751,242,217922,4201,171,076

総資産額 (千円) 2,599,7293,815,6024,811,7393,196,2944,687,600

１株当たり純資産額 (円) 129,421.94160,915.51207,728.73151,464.81195,832.16

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間純損失
(△)

(円) △7,763.4511,950.6919,396.5614,279.4144,388.33

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 2,500 7,500

自己資本比率 (％) 30.3 25.6 25.8 28.8 24.9

従業員数
[外、平均臨時雇用者数]

(名)
76
[18]

96
[30]

100
[40]

79
[19]

97
[30]

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式が非上場で

あり期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。また、第11期中の潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

３  第11期は、決算期変更により平成21年６月１日から平成22年３月31日までの10ヶ月間となっております。
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２ 【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、住宅瑕疵担保責任保険事業及びその他の事業の２つのセグ

メント情報の区分にわたって事業活動を展開しております。当中間連結会計期間における、各区分に係る主

な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

＜住宅瑕疵担保責任保険事業＞

事業の内容について重要な変更はなく、また関係会社はありません。

＜その他の事業＞

平成23年９月30日をもって、当社の連結子会社である一般社団法人地盤調査連合会が提供する地盤調

査・保証の新規販売を停止いたしました。

このほか、事業の内容について重要な変更はなく、その他の関係会社はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成23年９月30日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

住宅瑕疵担保責任保険業

91 [40]
その他の事業

全社(共通) 9 [―]

合計 100 [40]

(注) １  従業員数は就業人員(当社グループ外から当社グループへの出向者を含み、当社グループから当社グループ外

への出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は当中間連結会計期間の平均人

員を[外書]で記載しております。

２　当社グループは、報告セグメントとした事業を単位とした組織体制をとっておらず、同一の従業員が複数の事

業に従事しております。なお、全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

３  連結子会社には、平成23年９月30日現在、従業員はおらず、上記は提出会社のみの従業員数となっております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成23年９月30日現在

従業員数(名) 100 [40]

(注)  従業員数は就業人員(当社への出向者を含み、当社からの出向者を除く。)であり、臨時雇用者数(人材会社からの

派遣社員を含む。)は当中間会計期間の平均人員を[外書]で記載しております。

　

(3) 労働組合の状況

当中間連結会計期間末現在、当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円

満であり、特記すべき事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社住宅あんしん保証(E05619)

半期報告書

 4/56



第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災の影響により停滞した生産

活動やサプライチェーンの復旧等が進み、回復の兆しが見られるものの、円高、欧州の財政問題がもたら

す世界的な景気減速懸念があり、景気の先行き不透明な状況が続くなかで推移いたしました。

住宅業界においては、震災の影響による消費者の住宅購入意欲の低下が懸念されたものの、住宅取得促

進に関連する各種の政策効果などによって、住宅需要に持ち直しの傾向がみられたため、当中間連結会計

期間の新設住宅着工戸数は432千戸(前年同期比106.0％)となりました。

このような状況のもとで、当社は、住宅瑕疵担保責任保険事業について、前連結会計年度より引受けを

開始したリフォーム工事、既存住宅売買等を対象とする住宅瑕疵担保責任保険の普及に取り組み、さらに

新築住宅を対象とする住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに係る営業活動に注力してまいりました。ま

た、その他の事業については、東日本大震災の被災住宅補修のための無料診断・相談事業に関与するとと

もに、住宅エコポイントの申請受付業務の運営、工事保険、フラット35の取扱い促進に努めました。

以上により、当中間連結会計期間の売上高は3,085,576千円(前年同期比109.9％)、営業利益205,561千

円(前年同期比141.7％)、経常利益206,476千円(前年同期比142.8％）、中間純利益122,264千円(前年同期

比164.2％)となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

①  住宅瑕疵担保責任保険事業

リフォーム工事、既存住宅売買等を対象とする住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けは増加傾向に

あるものの、当中間連結会計期間においては、前連結会計年度に引き続き、新築住宅を対象とする住

宅瑕疵担保責任保険契約の引受けが本事業の業績のほとんどを占めており、売上高は2,144,325千円

(前年同期比101.6％)、売上総利益は485,667千円(前年同期比105.0％)とほぼ前年同期並みに推移い

たしました。

　

②  その他の事業

当中間連結会計期間においては、住宅エコポイントの申請受付業務の効率化を図るとともに、既存

住宅流通・リフォーム推進事業等を受けて住宅履歴情報蓄積サービスの拡販等に努めました。

これにより、本セグメントの売上高は941,251千円(前年同期比135.1％)、売上総利益は398,607千

円(前年同期比141.4％)となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度

末に比べ102,542千円増加し、3,094,381千円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は265,293千円(前年同期は594,254千円の

獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が213,348千円(前年同期は137,760千円)あ

り、住宅瑕疵担保責任保険契約の受注増加に伴う前受金の増加256,314千円、売上債権の減少85,805千円

の増加要因があったこと、また、前払検査委託料等の増加に伴う前払費用の増加55,153千円、仕入債務の

減少146,834千円の減少要因があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は115,532千円(前年同期は63,709千円の

支出)となりました。これは主に業務管理システムの構築・改修による無形固定資産の取得による支出

47,118千円、本社移転に当たり新本社の賃借等により生じた敷金の差入による支出68,891千円等による

ものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において財務活動の結果支出した資金は47,219千円(前年同期は17,491千円の支

出)となりました。これは、配当金の支払い44,850千円、及びリース債務の返済による支出2,369千円であ

ります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループの事業はサービスの提供にあたり、製品の生産を行っておりませんので、記載しておりま

せん。

　

(2) 受注状況

当社グループの事業の性格上、受注状況の記載に馴染まないため、記載しておりません。

　

(3) 販売実績

当中間連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称
当中間連結会計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

前年同期比(％)

住宅瑕疵担保責任保険事業(千円) 2,144,325 101.6

その他の事業(千円) 941,251 135.1

合計(千円) 3,085,576 109.9

(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
　

相手先

前中間連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

一般社団法人住宅瑕疵担
保責任保険協会

160,586 5.7 443,497 14.3

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　

４ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

住宅瑕疵担保責任保険法人の１社であった「たてもの株式会社」が、平成23年９月13日付で、国土交通大

臣に対して業務廃止の申請を行い、平成23年９月14日付で許可されました。それを受けて、同日付で、当社が

たてもの株式会社の保険契約を承継する保険法人として、国土交通大臣の指定を受け、同社が申込みを受け

付けた住宅瑕疵担保責任保険契約に係る契約上の地位を承継いたしました。

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当中間連結会計期間の売上高は、3,085,576千円(前年同期比109.9％)、売上総利益は884,274千円(前年

同期比118.8％)となりました。なお、セグメント別の詳細については、第一部［企業情報］第２［事業の

状況］１［業績等の概要］(1) 業績に記載のとおりであります。

販売費及び一般管理費は、678,712千円(前年同期比113.2％)となり、その結果、営業利益は205,561千円

(前年同期比141.7％)となりました。販売費及び一般管理費のうち、労務費(賞与引当金繰入額及び採用関

連費を含む)が340,536千円(前年同期比106.3％)であり、50.1％を占めております。

営業外損益は914千円の利益となり、その結果、経常利益は206,476千円(前年同期比142.8％）となりま

した。

また、子会社出資金の追加取得に伴い生じた負ののれん発生益7,178千円を特別利益に、固定資産除却

損307千円を特別損失に計上し、中間純利益は122,264千円(前年同期比164.2％)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

①  資産の状況

当中間連結会計期間末における流動資産は4,262,535千円、固定資産は553,420千円となり、当中間連

結会計期間末における資産合計は4,815,955千円となりました。

資産合計に占める流動資産の比率は88.5％となり、このうち総資産に占める現金及び預金の比率が

64.2％となっております。

また、住宅瑕疵担保責任保険事業につき、保険契約締結日（保険証券発行日を基準とする）におい

て、元受保険料及び検査手数料を売上高に計上するとともに、再保険料、取次店手数料、検査委託料等並

びに、保険契約引受けに係る責任準備金の繰入額を売上原価に計上しているため、保険契約締結に先立

ち行う検査の委託料等は前払費用(当中間連結会計期間末残高707,186千円)として計上しており、前連

結会計年度末に比して55,153千円増加しております。

また、業務管理システムの構築・改修による無形固定資産の取得、本社移転に伴う有形固定資産の取

得、及び新本社の賃借等に係る敷金の差入等により、固定資産が前連結会計年度末に比して67,990千円

増加しております。

　

②  負債の状況

当中間連結会計期間末における負債合計は3,557,284千円となりました。住宅瑕疵担保責任保険事業

につき、保険契約締結日（保険証券発行日を基準とする）において、元受保険料及び検査手数料を売上

高に計上する処理を採用し、保険契約を締結していない契約に係る保険料及び検査手数料等受領額を

前受金として計上しているところ、前受金が前連結会計年度末に比して256,314千円増加し、2,441,157

千円となっております。なお、ファイナンス・リース取引に係るリース債務以外には、有利子負債によ

る資金調達はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社住宅あんしん保証(E05619)

半期報告書

 8/56



　

③  純資産の状況

当中間連結会計期間末における株主資本は1,258,671千円となり、子会社出資金の追加取得により少

数株主持分の計上額がなくなったため、純資産合計は同額の1,258,671千円となりました。当中間連結

会計期間においては、配当金の支払い及び中間純利益の計上により、株主資本が前連結会計年度末に比

して77,414千円増加しております。なお、自己資本比率は26.1％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況については、第一部［企業情報］第２［事業の状況］１［業績等の概要］

(2) キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

　

EDINET提出書類

株式会社住宅あんしん保証(E05619)

半期報告書

 9/56



第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000

計 10,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,090 6,090 非上場
当社は単元株制度は採用して
おりません。

計 6,090 6,090 ― ―

(注)  株式の譲渡制限に関する規定は次の通りです。

当社の発行する全部の株式について、会社法第107条第１項第１号に定める内容(いわゆる譲渡制限)を定めてお

り、当社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

第１回新株予約権(平成20年３月11日発行)

　
中間会計期間末現在
(平成23年９月30日)

提出日の前月末現在
(平成23年11月30日)

新株予約権の数 398個  (注)１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 398株 　

新株予約権の行使時の払込金額 200,000円  (注)２ 同左

新株予約権の行使期間

平成22年４月１日から平成25
年３月31日まで。
ただし、行使期間の最終日が
当社の休日にあたるときはそ
の前営業日を最終日とする。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

①  新株予約権の行使により
新株を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、
会社計算規則第17条第１項
に従い算出される資本金等
増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果１円未
満の端数を生じる場合は、
この端数を切り上げるもの
とする。

②  新株予約権の行使により
新株を発行する場合におい
て増加する資本準備金の額
は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定
める増加する資本金の額を
減じた額とする。

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者
(以下「新株予約権者」とい
う。)は、権利行使時において
も当社の取次店であることを
要する。ただし、取締役会が特
に認めた場合にはその権利を
行使することができる。
その他の新株予約権行使の条
件は、当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権
割当契約」の定めるところに
よる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を第三者に譲渡、
質入その他一切の処分をする
ことができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)３ 同左

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４ 同左
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第２回新株予約権(平成20年３月11日発行)

　
中間会計期間末現在
(平成23年９月30日)

提出日の前月末現在
(平成23年11月30日)

新株予約権の数 15個  (注)１ 　

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 15株 　

新株予約権の行使時の払込金額 200,000円  (注)２ 同左

新株予約権の行使期間

平成22年４月１日から平成25
年３月31日まで。
ただし、行使期間の最終日が
当社の休日にあたるときはそ
の前営業日を最終日とする。

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

①  新株予約権の行使により
新株を発行する場合におい
て増加する資本金の額は、
会社計算規則第17条第１項
に従い算出される資本金等
増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果１円未
満の端数を生じる場合は、
この端数を切り上げるもの
とする。

②  新株予約権の行使により
新株を発行する場合におい
て増加する資本準備金の額
は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定
める増加する資本金の額を
減じた額とする。

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者
(以下「新株予約権者」とい
う。)は、権利行使時において
も当社または当社の関係会社
の取締役、監査役または従業
員であることを要する。ただ
し、取締役会が特に認めた場
合にはその権利を行使するこ
とができる。
その他の新株予約権行使の条
件は、当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権
割当契約」の定めるところに
よる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を第三者に譲渡、
質入その他一切の処分をする
ことができないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

(注)３ 同左

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４ 同左
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(注) １  新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。

なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的

となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使して

いない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の

数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うもの

とする。

２  新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割(または株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使によ

る場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものと

する。

さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範

囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

３  組織再編成行為時の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を

総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホ

までに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付

することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るもの

とする。

①  交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の

数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

②  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

③  新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。 

④  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調

整した再編成後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤  新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行

使期間の満了日までとする。

⑥  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。 

⑦  新株予約権の譲渡禁止等 

新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとする。 

⑧  再編成対象会社による新株予約権の取得 

(注) ４の新株予約権の取得条項に準じて決定する。 
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４  新株予約権の取得条項

①  当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が

株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

②  新株予約権者が新株予約権の行使条件に該当しなくなったため、新株予約権の全部または一部を行使で

きなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

③  その他取締役会が特定の新株予約権について、取得の必要があると認めたときには、当社はその新株予

約権を無償で取得することができる。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式総
数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成23年４月１日～
平成23年９月30日

― 6,090 ― 465,500 ― 372,500

　

(6) 【大株主の状況】

　 　 平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

住友林業株式会社 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 1,170 19.2

伊藤忠建材株式会社 東京都中央区日本橋本町二丁目７番１号 330 5.4

大建工業株式会社 富山県南砺市井波１番地１ 300 4.9

ＴＯＴＯ株式会社 福岡県北九州市小倉北区中島二丁目１番１号 300 4.9

ＹＫＫ ＡＰ株式会社 東京都千代田区神田和泉町１番地 300 4.9

ソシエテジェネラル信託銀行
株式会社

東京都港区赤坂一丁目12番32号 150 2.4

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 150 2.4

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 150 2.4

梅田  一彦 東京都中野区 100 1.6

永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南二丁目10番60号 70 1.1

城東テクノ株式会社 大阪府枚方市招提田近三丁目15番地 70 1.1

計 ― 3,090 50.7

(注)　上記のほか、自己株式が110株あります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　    110

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式    5,980 5,980 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 6,090 ― ―

総株主の議決権 ― 5,980 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 　 　 平成23年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社住宅あんしん保証

東京都中央区京橋一丁目
６番１号

110 ― 110 1.8

計 ― 110 ― 110 1.8

　

２ 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 　 藤津　淸一郎 平成23年７月21日

　

EDINET提出書類

株式会社住宅あんしん保証(E05619)

半期報告書

17/56



第５ 【経理の状況】

１  中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号)に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号)に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(平成23年４月１日から平

成23年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、海南監査法人による中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
　(1) 【中間連結財務諸表】
　　①【中間連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,991,839 3,094,381

売掛金 424,245 338,440

有価証券 10,014 －

たな卸資産 7,848 8,821

前払費用 652,032 707,186

その他 134,067 119,673

貸倒引当金 △7,101 △5,967

流動資産合計 4,212,946 4,262,535

固定資産

有形固定資産 ※1
 57,011

※1
 84,028

無形固定資産 100,894 109,003

投資その他の資産

投資その他の資産 330,999 364,071

貸倒引当金 △3,475 △3,683

投資その他の資産合計 327,523 360,388

固定資産合計 485,430 553,420

資産合計 4,698,376 4,815,955
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 524,245 377,410

リース債務 4,792 3,654

未払法人税等 178,144 15,693

前受金 2,184,843 2,441,157

賞与引当金 67,260 56,418

完成保証損失引当金 12,578 12,578

瑕疵保証保険料引当金 5,576 5,270

役員賞与引当金 32,600 －

資産除去債務 11,456 11,482

その他 ※3
 106,948

※2, ※3
 118,741

流動負債合計 3,128,446 3,042,406

固定負債

責任準備金 ※4
 369,122

※4
 493,133

リース債務 1,231 －

メンテナンス費用引当金 6,253 7,730

資産除去債務 － 14,014

固定負債合計 376,607 514,878

負債合計 3,505,053 3,557,284

純資産の部

株主資本

資本金 465,500 465,500

資本剰余金 388,550 388,550

利益剰余金 341,836 419,251

自己株式 △14,630 △14,630

株主資本合計 1,181,256 1,258,671

少数株主持分 12,066 －

純資産合計 1,193,322 1,258,671

負債純資産合計 4,698,376 4,815,955
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　　②【中間連結損益及び包括利益計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 2,806,575 3,085,576

売上原価 ※1
 2,062,514

※1
 2,201,302

売上総利益 744,061 884,274

販売費及び一般管理費 ※2
 599,041

※2
 678,712

営業利益 145,019 205,561

営業外収益

受取利息 372 1,022

営業外収益合計 372 1,022

営業外費用

支払利息 205 107

株式交付費償却 624 －

営業外費用合計 829 107

経常利益 144,562 206,476

特別利益

負ののれん発生益 － 7,178

特別利益合計 － 7,178

特別損失

固定資産除却損 － ※3
 307

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,801 －

特別損失合計 6,801 307

税金等調整前中間純利益 137,760 213,348

法人税、住民税及び事業税 33,852 13,064

法人税等調整額 28,157 78,706

法人税等合計 62,009 91,770

少数株主損益調整前中間純利益 75,750 121,577

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,308 △687

中間純利益 74,442 122,264

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,308 △687

少数株主損益調整前中間純利益 75,750 121,577

中間包括利益 75,750 121,577

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 74,442 122,264

少数株主に係る中間包括利益 1,308 △687
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　　③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 465,500 465,500

当中間期末残高 465,500 465,500

資本剰余金

当期首残高 378,500 388,550

当中間期末残高 378,500 388,550

利益剰余金

当期首残高 85,580 341,836

当中間期変動額

剰余金の配当 △15,225 △44,850

中間純利益 74,442 122,264

当中間期変動額合計 59,217 77,414

当中間期末残高 144,798 419,251

自己株式

当期首残高 － △14,630

当中間期末残高 － △14,630

株主資本合計

当期首残高 929,580 1,181,256

当中間期変動額

剰余金の配当 △15,225 △44,850

中間純利益 74,442 122,264

当中間期変動額合計 59,217 77,414

当中間期末残高 988,798 1,258,671

少数株主持分

当期首残高 9,727 12,066

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,308 △12,066

当中間期変動額合計 1,308 △12,066

当中間期末残高 11,035 －

純資産合計

当期首残高 939,307 1,193,322

当中間期変動額

剰余金の配当 △15,225 △44,850

中間純利益 74,442 122,264

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

1,308 △12,066

当中間期変動額合計 60,525 65,348

当中間期末残高 999,833 1,258,671
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　　④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 137,760 213,348

減価償却費 36,744 49,608

株式交付費償却 624 －

責任準備金の増減額（△は減少） 151,631 124,010

支払備金の増減額（△は減少） 3,596 6,541

貸倒引当金の増減額（△は減少） 760 △925

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,526 △10,842

完成保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,551 －

瑕疵保証保険料引当金の増減額（△は減少） △5,762 △306

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,003 △32,600

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） 909 1,476

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,801 －

受取利息 △372 △1,022

負ののれん発生益 － △7,178

支払利息 205 107

固定資産除却損 － 307

売上債権の増減額（△は増加） △42,911 85,805

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,715 △973

前払費用の増減額（△は増加） △91,691 △55,153

仕入債務の増減額（△は減少） △37,219 △146,834

前受金の増減額（△は減少） 600,464 256,314

その他の資産の増減額（△は増加） 9,321 △25,919

その他の負債の増減額（△は減少） △61,931 △18,022

小計 757,723 437,740

利息の受取額 419 1,043

利息の支払額 △205 △107

法人税等の支払額 △163,682 △173,382

営業活動によるキャッシュ・フロー 594,254 265,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,297 △2,281

無形固定資産の取得による支出 △50,995 △47,118

敷金の差入による支出 △2,301 △68,891

敷金の回収による収入 － 75

投資有価証券の償還による収入 － 10,000

子会社出資金の取得による支出 － △4,200

その他 △3,115 △3,115

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,709 △115,532
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（単位：千円）

前中間連結会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △15,225 △44,850

リース債務の返済による支出 △2,266 △2,369

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,491 △47,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 513,053 102,542

現金及び現金同等物の期首残高 1,842,879 2,991,839

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※
 2,355,932

※
 3,094,381
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【中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　

項目
当中間連結会計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

１　連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数  １社

連結子会社の名称

一般社団法人地盤調査連合会

２　持分法の適用に関する事項 持分法の適用対象となる関連会社・非連結子会社がないため、記載しておりま

せん。

３　連結子会社の中間決算日等に

関する事項

連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①  有価証券

ａ　満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

②  たな卸資産

ａ  貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定)

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①  有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物                 ２～15年

機械装置及び運搬具       ６年

工具、器具及び備品   ２～15年

②  無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

(２～５年)に基づく定額法によっております。

③  リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており

ます。

　 (3) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

②  賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づ

き当中間連結会計期間負担額を計上しております。

③  完成保証損失引当金

当社の提供する完成保証に係る損失の発生に備えて保証履行実績率に

基づき、当中間連結会計期間の負担に属する損害補償見込額を引当計上

しております。なお、当該引当金の繰入額については、完成保証に係る原

価として、売上原価に算入しております。
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項目
当中間連結会計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

４　会計処理基準に関する事項 ④  瑕疵保証保険料引当金

当社の提供する優良住宅瑕疵保証に係る保険料費用の発生に備えて、

当中間連結会計期間の負担に属する保険料費用を引当計上しておりま

す。なお、当該引当金の繰入額については、優良住宅瑕疵保証に係る原価

として、売上原価に算入しております。

⑤  役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上することとしており

ます。

⑥  メンテナンス費用引当金

当社の提供する住宅履歴情報蓄積サービスの提供が長期間に及ぶこと

から、将来の維持管理に係る費用の発生に備えて、当中間連結会計期間の

負担に属する費用を引当計上しております。なお、当該引当金の繰入額に

ついては、住宅履歴情報蓄積サービスに係る原価として、売上原価に算入

しております。

　 (4) 重要な収益及び費用の計上基準

①  住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに係る収益及び費用の計上基準

保険契約締結日において、元受保険料及び検査手数料を売上高に計上

するとともに、再保険料、取次店手数料、検査委託料等並びに、保険契約引

受けに係る責任準備金の繰入額を売上原価に計上しております。なお、保

険契約締結日は、保険証券発行日を基準としております。

　 (5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。

　 (6) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①  消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、

控除対象外消費税及び地方消費税は、当該金額の重要性が乏しい連結子

会社を除き、当中間連結会計期間の費用としており、資産に係る控除対象

外消費税及び地方消費税は長期前払費用に計上し、５年間で償却を行っ

ております。

　

【追加情報】

当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用し

ております。
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、95,369千円で

あります。

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、102,134千円

であります。

──────── ※２  消費税等の取扱い

控除対象外消費税及び地方消費税の重要性が乏

しい連結子会社について、仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示しております。

※３  流動負債の「その他」には、住宅瑕疵担保責任保

険契約の引受けに関し、特定住宅瑕疵担保責任の履

行の確保等に関する法律施行規則第35条の規定に

基づき設定した支払備金が8,278千円含まれており

ます。

※３  流動負債の「その他」には、住宅瑕疵担保責任保

険契約の引受けに関し、特定住宅瑕疵担保責任の履

行の確保等に関する法律施行規則第35条の規定に

基づき設定した支払備金が14,819千円含まれてお

ります。

※４  責任準備金

固定負債に計上した「責任準備金」は、住宅瑕疵

担保責任保険契約の引受けに関し、特定住宅瑕疵担

保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第32

条の規定に基づき設定するものであります。

※４  責任準備金

同左

　

(中間連結損益及び包括利益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

※１  住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに係る責任

準備金の繰入額及び戻入額は相殺の上、売上原価に

算入しております。なお、当中間連結会計期間にお

いて、責任準備金繰入額151,631千円、支払備金繰入

額3,596千円を売上原価に計上しております。

※１  住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに係る責任

準備金の繰入額及び戻入額は相殺の上、売上原価に

算入しております。なお、当中間連結会計期間にお

いて、責任準備金繰入額109,511千円、支払備金繰入

額6,541千円を売上原価に計上しております。

※２  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 181,646千円

地代家賃 62,492

貸倒引当金繰入額 847

賞与引当金繰入額 47,526
 

※２  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 203,385千円

地代家賃 67,574

貸倒引当金繰入額 △925

賞与引当金繰入額 56,418
 

──────── ※３  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 307千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,090 ― ― 6,090

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) ― ― ― ―

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末
残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当中間連結
会計期間末

提出会社

第１回新株予約権 普通株式 398 ― ― 398 ―

第２回新株予約権
(ストック・オプ
ションとしての新株
予約権)

― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―

(注)  目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月17日
定時株主総会

普通株式 15,225 2,500平成22年３月31日 平成22年６月18日

　

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。
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当中間連結会計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,090 ― ― 6,090

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 110 ― ― 110

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末
残高
(千円)

当連結会計
年度期首

増加 減少
当中間連結
会計期間末

提出会社

第１回新株予約権 普通株式 398 ― ― 398 ―

第２回新株予約権
(ストック・オプ
ションとしての新株
予約権)

― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ―

(注)  目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

　

４　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 44,850 7,500平成23年３月31日 平成23年６月27日

　

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年９月30日現在)

現金及び預金勘定 2,355,932千円

現金及び現金同等物 2,355,932千円
 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成23年９月30日現在)

現金及び預金勘定 3,094,381千円

現金及び現金同等物 3,094,381千円
 

　

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

有形固定資産

主として、住宅瑕疵担保責任保険契約の引受け

に先立ち実施する検査に使用する測量機器(工

具、器具及び備品)等であります。

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

有形固定資産

同左

②  リース資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項「４ 会計処理基準に関する事項  (2) 

重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載

のとおりであります。

②  リース資産の減価償却の方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

２　オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

前連結会計年度(平成23年３月31日)

金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 2,991,839 2,991,839 ―

(2) 売掛金 424,245 424,245 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券 137,996 137,757 △239

資産計 3,554,081 3,553,841 △239

(1) 買掛金 524,245 524,245 ―

(2) リース債務(流動負債) 4,792 4,792 ―

(3) 未払法人税等 178,144 178,144 ―

(4) リース債務(固定負債) 1,231 1,178 △52

負債計 708,413 708,360 △52

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

負  債

(1) 買掛金、(2) リース債務(流動負債)、(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(4) リース債務(固定負債)

元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定

しております。
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当中間連結会計期間(平成23年９月30日)

金融商品の時価等に関する事項

平成23年９月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 3,094,274 3,094,274 ―

(2) 売掛金 338,440 338,440 ―

(3) 投資有価証券 128,060 131,078 3,017

資産計 3,560,774 3,563,792 3,017

(1) 買掛金 377,410 377,410 ―

(2) リース債務(流動負債) 3,654 3,654 ―

(3) 未払法人税等 15,693 15,693 ―

負債計 396,757 396,757 ―

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

(3) 投資有価証券

債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

負  債

(1) 買掛金、(2) リース債務(流動負債)、(3) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。
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(有価証券関係)

前連結会計年度(平成23年３月31日)

１　満期保有目的の債券

　
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの

79,780 80,352 571

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの

58,215 57,405 △810

合計 137,996 137,757 △239

　

当中間連結会計期間(平成23年９月30日)

１　満期保有目的の債券

　
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

時価が中間連結貸借対照表計上額を
超えるもの

128,060 131,078 3,017

時価が中間連結貸借対照表計上額を
超えないもの

― ― ―

合計 128,060 131,078 3,017

　

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っており

ませんので、該当事項はありません。

同左

　

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

１　当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１　当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

前連結会計年度(平成23年３月31日)

１　資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 11,208千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 193千円

時の経過による調整額 53千円

期末残高 11,456千円

　

２　資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

賃貸借契約に基づき使用する事務所のうち一部について、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、移転等の計画もない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産

除去債務を計上しておりません。

　

当中間連結会計期間(平成23年９月30日)

１　資産除去債務のうち中間連結貸借対照表に計上しているもの

当中間連結会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 11,456千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 13,997千円

時の経過による調整額 44千円

中間期末残高 25,497千円

　

２　資産除去債務のうち中間連結貸借対照表に計上していないもの

賃貸借契約に基づき使用する事務所のうち一部について、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、移転等の計画もない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産

除去債務を計上しておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、サービスの性質及び規制環境を基礎とし、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等

に関する法律に基づき行う「住宅瑕疵担保責任保険事業」と、同法の規定に関連しない「その他の

事業」ごとに戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、「住宅瑕疵担保責任保険事

業」と「その他の事業」の２つを報告セグメントとしております。

なお、当社グループは報告セグメントとした事業を単位とした組織体制をとっておらず、また、当

該区分に基づき資産・負債を管理しておりませんので、売上高及び売上総利益のみ区分しておりま

す。

　
２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項」における記載のとおりであります。

なお、報告セグメントの利益は売上総利益とし、資産・負債・その他の項目は報告セグメントに基

づき区分しておりませんので、記載しておりません。

　
３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (単位：千円)

　
住宅瑕疵担保
責任保険事業

その他の事業 合計

売上高 　 　 　

　外部顧客への売上高 2,110,111 696,463 2,806,575

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － －

計 2,110,111 696,463 2,806,575

セグメント利益 462,277 281,783 744,061

　

４　報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関

する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 744,061

販売費及び一般管理費 △599,041

中間連結財務諸表の営業利益 145,019
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当中間連結会計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、サービスの性質及び規制環境を基礎とし、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等

に関する法律に基づき行う「住宅瑕疵担保責任保険事業」と、同法の規定に関連しない「その他の

事業」ごとに戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、「住宅瑕疵担保責任保険事

業」と「その他の事業」の２つを報告セグメントとしております。

なお、当社グループは報告セグメントとした事業を単位とした組織体制をとっておらず、また、当

該区分に基づき資産・負債を管理しておりませんので、売上高及び売上総利益のみ区分しておりま

す。

　
２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項」における記載のとおりであります。

なお、報告セグメントの利益は売上総利益とし、資産・負債・その他の項目は報告セグメントに基

づき区分しておりませんので、記載しておりません。

　
３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 (単位：千円)

　
住宅瑕疵担保
責任保険事業

その他の事業 合計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,144,325 941,251 3,085,576

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － －

計 2,144,325 941,251 3,085,576

セグメント利益 485,667 398,607 884,274

　

４　報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関

する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 884,274

販売費及び一般管理費 △678,712

中間連結財務諸表の営業利益 205,561
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【関連情報】

前中間連結会計期間(自  平成22年４月１日 至  平成22年９月30日)

１　製品及びサービスごとの情報

　 　 　 (単位：千円)

　 住宅瑕疵担保責任保険事業 その他の事業 合計

外部顧客への売上高 2,110,111 696,463 2,806,575

　

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の国又は地域の外部顧客への売上高がありませんので、記載を省略しております。

　

(2) 有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在している有形固定資産がありませんので、記載を省略しております。

　

３　主要な顧客ごとの情報

当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績は、総販売実績に対する割合が100分の10以上と

なる相手先がないため、記載を省略しております。

　

当中間連結会計期間(自  平成23年４月１日 至  平成23年９月30日)

１　製品及びサービスごとの情報

　 　 　 (単位：千円)

　 住宅瑕疵担保責任保険事業 その他の事業 合計

外部顧客への売上高 2,144,325 941,251 3,085,576

　

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の国又は地域の外部顧客への売上高がありませんので、記載を省略しております。

　

(2) 有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在している有形固定資産がありませんので、記載を省略しております。

　

３　主要な顧客ごとの情報

　 　 (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会 443,497その他の事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間連結会計期間(自  平成22年４月１日 至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自  平成23年４月１日 至  平成23年９月30日)

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間連結会計期間(自  平成22年４月１日 至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自  平成23年４月１日 至  平成23年９月30日)

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間連結会計期間(自  平成22年４月１日 至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自  平成23年４月１日 至  平成23年９月30日)

その他の事業において、子会社である一般社団法人地盤調査連合会の出資を追加取得したことに伴い、

当中間連結会計期間において、7,178千円の負ののれん発生益を計上しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成23年９月30日)

　

１株当たり純資産額 197,534円59銭
　

　

１株当たり純資産額 210,480円14銭
　

１株当たり中間純利益

前中間連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

　

１株当たり中間純利益 12,223円78銭
　

　

１株当たり中間純利益 20,445円54銭
　

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在するものの、当社株式が非上場であ

り期中平均株価の把握が困難なため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在するものの、当社株式が非上場であ

り期中平均株価の把握が困難なため記載しておりませ

ん。

　

(注)  １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間

(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間連結会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

中間純利益(千円) 74,442 122,264

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純利益(千円) 74,442 122,264

普通株式の期中平均株式数(株) 6,090 5,980

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】
　(1) 【中間財務諸表】
　　①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,978,280 3,082,219

売掛金 430,953 340,141

有価証券 10,014 －

たな卸資産 7,848 8,821

前払費用 642,975 704,159

その他 133,661 119,097

貸倒引当金 △6,953 △5,711

流動資産合計 4,196,780 4,248,728

固定資産

有形固定資産 ※1
 57,011

※1
 84,028

無形固定資産 100,894 109,003

投資その他の資産

投資その他の資産 336,315 373,587

貸倒引当金 △3,401 △3,608

投資その他の資産合計 332,913 369,978

固定資産合計 490,820 563,011

資産合計 4,687,600 4,811,739
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 536,532 390,793

リース債務 4,792 3,654

未払法人税等 178,144 15,658

前受金 2,184,843 2,441,157

賞与引当金 67,260 56,418

完成保証損失引当金 12,578 12,578

瑕疵保証保険料引当金 5,576 5,270

役員賞与引当金 32,600 －

資産除去債務 11,456 11,482

その他 ※3
 106,131

※2, ※3
 117,629

流動負債合計 3,139,916 3,054,643

固定負債

責任準備金 ※4
 369,122

※4
 493,133

リース債務 1,231 －

メンテナンス費用引当金 6,253 7,730

資産除去債務 － 14,014

固定負債合計 376,607 514,878

負債合計 3,516,523 3,569,521

純資産の部

株主資本

資本金 465,500 465,500

資本剰余金

資本準備金 372,500 372,500

その他資本剰余金 16,050 16,050

資本剰余金合計 388,550 388,550

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 331,656 402,797

利益剰余金合計 331,656 402,797

自己株式 △14,630 △14,630

株主資本合計 1,171,076 1,242,217

純資産合計 1,171,076 1,242,217

負債純資産合計 4,687,600 4,811,739
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　　②【中間損益計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 2,833,592 3,114,821

売上原価 ※1
 2,094,735

※1
 2,229,888

売上総利益 738,857 884,933

販売費及び一般管理費 597,894 677,181

営業利益 140,963 207,751

営業外収益 ※2
 363

※2
 1,020

営業外費用 ※3
 829

※3
 107

経常利益 140,496 208,664

特別損失 ※4
 6,801

※4
 307

税引前中間純利益 133,695 208,356

法人税、住民税及び事業税 32,891 13,029

法人税等調整額 28,024 79,336

法人税等合計 60,915 92,365

中間純利益 72,779 115,991
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　　③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前中間会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 465,500 465,500

当中間期末残高 465,500 465,500

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 372,500 372,500

当中間期末残高 372,500 372,500

その他資本剰余金

当期首残高 6,000 16,050

当中間期末残高 6,000 16,050

資本剰余金合計

当期首残高 378,500 388,550

当中間期末残高 378,500 388,550

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 78,420 331,656

当中間期変動額

剰余金の配当 △15,225 △44,850

中間純利益 72,779 115,991

当中間期変動額合計 57,554 71,141

当中間期末残高 135,975 402,797

利益剰余金合計

当期首残高 78,420 331,656

当中間期変動額

剰余金の配当 △15,225 △44,850

中間純利益 72,779 115,991

当中間期変動額合計 57,554 71,141

当中間期末残高 135,975 402,797

自己株式

当期首残高 － △14,630

当中間期末残高 － △14,630

株主資本合計

当期首残高 922,420 1,171,076

当中間期変動額

剰余金の配当 △15,225 △44,850

中間純利益 72,779 115,991

当中間期変動額合計 57,554 71,141

当中間期末残高 979,975 1,242,217
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（単位：千円）

前中間会計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

純資産合計

当期首残高 922,420 1,171,076

当中間期変動額

剰余金の配当 △15,225 △44,850

中間純利益 72,779 115,991

当中間期変動額合計 57,554 71,141

当中間期末残高 979,975 1,242,217
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【重要な会計方針】

　

項目
当中間会計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

１　資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

　 (2) たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定)

２　固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物                 ２～15年

車両及び運搬具           ６年

工具、器具及び備品   ２～15年

　 (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(２

～５年)に基づく定額法によっております。

　 (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

　 (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しております。

　 (3) 完成保証損失引当金

完成保証に係る損失の発生に備えて保証履行実績率に基づき、当中間会計

期間の負担に属する損害補償見込額を引当計上しております。なお、当該引

当金の繰入額については、完成保証に係る原価として、売上原価に算入して

おります。

　 (4) 瑕疵保証保険料引当金

優良住宅瑕疵保証に係る保険料費用の発生に備えて、当中間会計期間の負

担に属する保険料費用を引当計上しております。なお、当該引当金の繰入額

については、優良住宅瑕疵保証に係る原価として、売上原価に算入しており

ます。

　 (5) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給

見込額の当中間会計期間負担額を計上することとしております。

　 (6) メンテナンス費用引当金

住宅履歴情報蓄積サービスの提供が長期間に及ぶことから、将来の維持管

理に係る費用の発生に備えて、当中間会計期間の負担に属する費用を引当計

上しております。なお、当該引当金の繰入額については、住宅履歴情報蓄積

サービスに係る原価として、売上原価に算入しております。
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項目
当中間会計期間

(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

４　収益及び費用の計上基準 (1) 住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに係る収益及び費用の計上基準

保険契約締結日において、元受保険料及び検査手数料を売上高に計上する

とともに、再保険料、取次店手数料、検査委託料等並びに、保険契約引受けに

係る責任準備金の繰入額を売上原価に計上しております。なお、保険契約締

結日は、保険証券発行日を基準としております。

５　その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当中間会計期間の費用としております。なお、資産に

係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払費用に計上し、５年間で償

却を行っております。

　

【追加情報】

当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用してお

ります。
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

※１  減価償却累計額                   95,369千円※１  減価償却累計額                  102,134千円

──────── ※２  消費税等の取扱い

消費税及び地方消費税について、確定申告による

納付額相当額をもって流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

※３  流動負債の「その他」には、住宅瑕疵担保責任保

険契約の引受けに関し、特定住宅瑕疵担保責任の履

行の確保等に関する法律施行規則第35条の規定に

基づき設定した支払備金が8,278千円含まれており

ます。

※３  流動負債の「その他」には、住宅瑕疵担保責任保

険契約の引受けに関し、特定住宅瑕疵担保責任の履

行の確保等に関する法律施行規則第35条の規定に

基づき設定した支払備金が14,819千円含まれてお

ります。

※４  責任準備金

固定負債に計上した「責任準備金」は、住宅瑕疵

担保責任保険契約の引受けに関し、特定住宅瑕疵担

保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第32

条の規定に基づき設定するものであります。

※４  責任準備金

同左

　

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

※１  住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに係る責任

準備金の繰入額及び戻入額は相殺の上、売上原価に

算入しております。なお、当中間会計期間において、

責任準備金繰入額151,631千円、支払備金繰入額

3,596千円を売上原価に計上しております。

※１  住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けに係る責任

準備金の繰入額及び戻入額は相殺の上、売上原価に

算入しております。なお、当中間会計期間において、

責任準備金繰入額109,511千円、支払備金繰入額

6,541千円を売上原価に計上しております。

※２  営業外収益の主要項目

受取利息 363千円
 

※２  営業外収益の主要項目

受取利息 1,020千円
 

※３  営業外費用の主要項目

支払利息 205千円

株式交付費償却 624千円
 

※３  営業外費用の主要項目

支払利息 107千円
 

※４  特別損失の主要項目

資産除去債務会計

基準の適用に伴う

影響額

6,801千円

 

※４  特別損失の主要項目

固定資産除却損 307千円
 

５  減価償却実施額

有形固定資産 22,586千円

無形固定資産 14,158千円
 

５  減価償却実施額

有形固定資産 16,269千円

無形固定資産 33,338千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 ― ― ― ―

　

当中間会計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

普通株式 110 ― ― 110

　

(リース取引関係)

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当中間会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

有形固定資産

主として、住宅瑕疵担保責任保険契約の引受け

に先立ち実施する検査に使用する測量機器(工

具、器具及び備品)等であります。

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①  リース資産の内容

有形固定資産

同左

②  リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２　固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。

②  リース資産の減価償却の方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

２　オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

子会社株式(出資金)及び関連会社株式(貸借対照表計

上額  関係会社出資金5,400千円)は、市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、記載しておりません。

子会社株式(出資金)及び関連会社株式(中間貸借対照

表計上額  関係会社出資金9,600千円)は、市場価格がな

く、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、記載しておりません。
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(資産除去債務関係)

前事業年度(平成23年３月31日)

１　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 11,208千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 193千円

時の経過による調整額 53千円

期末残高 11,456千円

　

２　資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

賃貸借契約に基づき使用する事務所のうち一部について、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、移転等の計画もない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産

除去債務を計上しておりません。

　

当中間会計期間(平成23年９月30日)

１　資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 11,456千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 13,997千円

時の経過による調整額 44千円

中間期末残高 25,497千円

　

２　資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上していないもの

賃貸借契約に基づき使用する事務所のうち一部について、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確ではなく、移転等の計画もない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産

除去債務を計上しておりません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額

前事業年度
(平成23年３月31日)

当中間会計期間
(平成23年９月30日)

　

１株当たり純資産額 195,832円16銭
　

　

１株当たり純資産額 207,728円73銭
　

１株当たり中間純利益

前中間会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

　

１株当たり中間純利益 11,950円69銭
　

　

１株当たり中間純利益 19,396円56銭
　

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在するものの、当社株式が非上場であ

り期中平均株価の把握が困難なため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益について

は、潜在株式が存在するものの、当社株式が非上場であ

り期中平均株価の把握が困難なため記載しておりませ

ん。

　

(注)  １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前中間会計期間

(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当中間会計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

中間純利益(千円) 72,779 115,991

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純利益(千円) 72,779 115,991

普通株式の期中平均株式数(株) 6,090 5,980

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第12期)(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)　平成23年６月27日関東財務局長に

提出

　

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

平成23年７月１日関東財務局長に提出

事業年度(第10期)(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日)、事業年度(第11期)(自 平成21年６月

１日 至 平成22年３月31日)、及び事業年度(第12期)(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日)の有価

証券報告書に係る訂正報告書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　
平成23年12月26日

　

株式会社住宅あんしん保証

取締役会  御中

　

海  南  監  査  法  人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    古    川    雅    一    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    溝　　口　　俊　　一    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社住宅あんしん保証の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連

結貸借対照表、中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を

行った。

　
中間連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中

間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に

準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務

諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保

証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正

又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした

監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性につい

て意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間

監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま

た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、株式会社住宅あんしん保証及び連結子会社の平成23年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２　中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
　

　
平成23年12月26日

　

株式会社住宅あんしん保証

取締役会  御中

　

海  南  監  査  法  人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    古    川    雅    一    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    溝　　口　　俊　　一    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社住宅あんしん保証の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第13期事業年度

の中間会計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行っ

た。

　
中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間

財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠

して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な

情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため

に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて

監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は

誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続

に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続

を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査

には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間

財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社住宅あんしん保証の平成23年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成23年４月１日から平成23年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２　中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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